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 県民健康増進課  県民健康増進課  栄養士法
 第２条
第１項

 栄養士の免許  未設定     法令に基準あり  設定済み  17日  
養成校の卒業時期等集中時には標
準処理期間は25日

 県民健康増進課  県民健康増進課  栄養士法施行令
 第３条
第１項

 栄養士名簿の訂
正

 未設定     法令に基準あり  設定済み  18日  
養成校の卒業時期等集中時には標
準処理期間は25日

 県民健康増進課  県民健康増進課  栄養士法施行令
 第５条
第１項

 栄養士免許証の
書換え交付

 未設定     法令に基準あり  設定済み  18日  
養成校の卒業時期等集中時には標
準処理期間は25日

 県民健康増進課  県民健康増進課  栄養士法施行令
 第６条
第１項

 栄養士免許証の
再交付

 未設定     法令に基準あり  設定済み  18日  
養成校の卒業時期等集中時には標
準処理期間は25日

 県民健康増進課  県民健康増進課  調理師法  第３条  調理師の免許  未設定     法令に基準あり  設定済み  17日  
養成校の卒業時期および調理師試
験後の集中時は標準処理期間は25
日

 県民健康増進課  県民健康増進課  調理師法
 第３条
第１号

 調理師養成施設
の指定

 未設定     法令に基準あり  未設定            -
 難易差があり設定困
難

 県民健康増進課  県民健康増進課  調理師法施行令
 第１条
の２

 指定養成施設の
内容変更の承認

 未設定     法令に基準あり  未設定            -
 難易差があり設定困
難

 県民健康増進課  県民健康増進課  調理師法施行令
 第11条
第１項

 調理師名簿の訂
正

 未設定     法令に基準あり  設定済み  22日  
養成校の卒業時期および調理師試
験後の集中時は標準処理期間は25
日

 県民健康増進課  県民健康増進課  調理師法施行令
 第13条
第１項

 調理師免許証の
書換交付

 未設定     法令に基準あり  設定済み  22日  
養成校の卒業時期および調理師試
験後の集中時は標準処理期間は25
日

 県民健康増進課  県民健康増進課  調理師法施行令
 第14条
第１項

 調理師免許証の
再交付

 未設定     法令に基準あり  設定済み  22日  
養成校の卒業時期および調理師試
験後の集中時は標準処理期間は25
日

 県民健康増進課  県民健康増進課  国民健康保険法
 第17条
第1項

 国保組合設立の
認可

 未設定     先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

直近の組合設立は昭和36年以前

 県民健康増進課  県民健康増進課  国民健康保険法
 第84条
第1項

 国民健康保険団
体連合会の設立

 未設定     先例なく設定困難  未設定  
 申請見込みなく設定
の実益なし

大分県国民健康保険団体連合会の
設立は昭和16年
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